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(57)【要約】
喉頭マスク気道デバイスが提供され、該デバイスは、喉
頭入口または他の気道構造の画像を提供するように配置
された、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ、またはＮＭＯＳイメージン
グチップなどのビデオセンサを組み込む。該ビデオセン
サは、再使用可能な処理ユニットに電気的に結合されて
おり、該処理ユニットは、ビデオセンサによって生成さ
れた信号を受信し、患者の気道の内部のデジタル画像を
生成する。その結果、臨床医は、デバイスを挿入する瞬
間から、喉頭入口に対するマスクアパーチャの位置を即
座に光学的に確認することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の肺呼吸を容易にする喉頭マスク気道デバイスであって、該デバイスは、
　近位端と遠位端とを有する気道チューブと、
　該気道チューブの該遠位端に取り付けられたマスク部分と、
　該マスク部分の周囲に配置されたカフであって、該カフは該患者の喉頭入口の周縁のあ
たりに密封を形成するように構成されている、カフと、
　該喉頭マスク気道デバイスに永久に結合された第１のデジタルビデオセンサであって、
該第１のビデオセンサは、該マスク部分の配置の視覚的な確認を提供するために、該患者
の喉頭入口を含む視野を有する、第１のデジタルビデオセンサと
　を備える、喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２】
　前記患者の気道を照明するために、前記マスク部分に関連づけられた照明源をさらに備
える、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項３】
　前記喉頭マスク気道デバイスに永久に結合された第２のデジタルビデオセンサをさらに
備え、該第２のデジタルビデオセンサは、前記第１のデジタルビデオセンサの視野と重な
り合う視野を有する、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項４】
　前記デバイスは、一回使用された後に処分されることを意図される、請求項１に記載の
喉頭マスク気道デバイス。
【請求項５】
　前記第１のデジタルビデオセンサから受信された電気信号をデジタル画像に変換する再
使用可能な処理ユニットをさらに備える、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項６】
　前記処理ユニットに結合されることによって、該処理ユニットによって生成されたデジ
タル画像を表示するように構成されている、ディスプレイ画面をさらに備える、請求項５
に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項７】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、電荷結合デバイスまたはＣＭＯＳまたはＮＭＯＳ
デバイスである、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項８】
　前記照明源は、発光ダイオードである、請求項２に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項９】
　気管内チューブを配置する間に前記喉頭マスク気道デバイスを操作するための硬いハン
ドルをさらに備える、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１０】
　前記カフの内部に配置された発泡体をさらに備え、該発泡体が、排気されるときに該発
泡体が小さな体積に圧縮される送出状態と、該発泡体が前記喉頭入口に整合して該喉頭入
口を密封するように再び膨張する展開状態とを有する、請求項１に記載の喉頭マスク気道
デバイス。
【請求項１１】
　患者の肺呼吸を容易にする喉頭マスク気道デバイスであって、該デバイスは、
　管腔と近位端と遠位端とを有する気道チューブと、
　該気道チューブの該遠位端に取り付けられたマスク部分であって、該マスク部分は、該
気道チューブの該管腔と連通する開口部を有する、マスク部分と、
　該マスク部分の周囲のあたりに配置されたカフであって、該カフは、収縮した送出状態
と、膨張した展開状態とを有し、該カフは、該患者の喉頭入口の周縁のあたりに密封を形
成する、カフと、
　該喉頭マスク気道デバイスに永久に結合された第１のデジタルビデオセンサであって、
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該第１のデジタルビデオセンサは、該患者の気道の内部の該マスク部分に配置された後に
、該患者の気道の中の所望の視野を有する、第１のデジタルビデオセンサと
　を備える、喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１２】
　前記患者の気道を照明するために前記喉頭マスク気道デバイスに結合された照明源をさ
らに備える、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１３】
　前記喉頭マスク気道デバイスに永久に結合された第２のデジタルビデオセンサをさらに
備え、該第２のデジタルビデオセンサは、前記第１のデジタルビデオセンサの前記視野と
重なり合う視野を有する、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１４】
　前記デバイスは、一回使用された後に処分されることを意図される、請求項１１に記載
の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１５】
　前記第１のデジタルビデオセンサから受信された信号をデジタル画像に変換する再使用
可能な処理ユニットをさらに備える、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１６】
　前記処理ユニットに結合されることによって、該処理ユニットによって生成されたデジ
タル画像を表示するように構成されている、ディスプレイ画面をさらに備える、請求項１
５に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１７】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、電荷結合デバイスまたはＣＭＯＳまたはＮＭＯＳ
デバイスである、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１８】
　前記照明源が、発光ダイオードである、請求項１２に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項１９】
　気管内チューブを配置する間に前記喉頭マスク気道デバイスを操作するための硬いハン
ドルをさらに備える、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２０】
　前記カフの内部に配置された発泡体をさらに備え、該発泡体は、排気されるときに該発
泡体が小さな体積に圧縮される送出状態と、該発泡体が前記喉頭入口に整合して該喉頭入
口を密封するように再び膨張する展開状態とを有する、請求項１１に記載の喉頭マスク気
道デバイス。
【請求項２１】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、視野を変えるために操作されるように構成されて
いる、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２２】
　前記第１のデジタルビデオセンサの上に光線を向けるように配置された反射面をさらに
備える、請求項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２３】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、視野を変えるために操作されるように構成されて
いる、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２４】
　前記第１のデジタルビデオセンサの上に光線を向けるように配置された反射面をさらに
備える、請求項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２５】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記マスク部分の内部に配置されている、請求項
１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２６】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記気道チューブの内部に配置されている、請求
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項１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２７】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記マスク部分の内部に配置されている、請求項
１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２８】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記気道チューブの内部に配置されている、請求
項１１に記載の喉頭マスク気道デバイス。
【請求項２９】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記マスク部分の内部に配置されたピクセルアレ
イと、該ピクセルアレイに結合された処理回路網とを備え、該処理回路網は、前記気道チ
ューブの近位部分に関連づけられたハウジング上に位置する、請求項２５に記載の喉頭マ
スク気道デバイス。
【請求項３０】
　前記第１のデジタルビデオセンサは、前記マスク部分の内部に配置されたピクセルアレ
イと、該ピクセルアレイに結合された処理回路網とを備え、該処理回路網は、前記気道チ
ューブの近位部分に関連づけられたハウジング上に位置する、請求項２６に記載の喉頭マ
スク気道デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喉頭マスク気道および挿管喉頭マスクなどの、喉頭マスク気道デバイスに関
し、該デバイスは、麻酔を投与するために使用され、デバイスのボウル内に搭載された一
つ以上のビデオセンサを有することによって、デバイスの配置または気管内チューブの挿
入を援助する。
【背景技術】
【０００２】
　喉頭マスク気道（「ＬＭＡ」）は、気管内チューブの代わりに、または気管内チューブ
とともに、麻酔の投与において使用されることが公知である。ＬＭＡは、気管の中に気管
内チューブを配置することなしに、患者の呼吸を可能にするが、逆流および誤嚥のリスク
に対する保護をしない。市販で利用可能なＬＭＡは、気管ではなく食道におけるチューブ
の不適切な配置のために気管内チューブによって経験されるリスクを低減するように設計
されており、現在、すべての麻酔処置の１／３よりも多くにおいて使用されている。その
ようなデバイスは、一般的に柔軟なチューブを含み、チューブは、膨張可能なカフによっ
て取り囲まれたボウルを備えるマスク部分に結合されて連通している。デバイスは、咽頭
の中に手探りで（ｂｌｉｎｄｌｙ）挿入され得、そのように位置づけられると、マスク部
分が声門のあたりを密封する。
【０００３】
　ＬＭＡは一般的に成功しているにもかかわらず、緊急事態において、または胃の内容物
を誤嚥するリスクがあり得るときなどに、気管の挿管は、通常は気道管理の主要な局面で
あり続けている。なぜなら、気管内にカフされたチューブが存在することは、嘔吐物内に
存在する胃酸が肺に入って損傷することを防止するからである。しかし、気管の挿管は必
ずしも可能ではなく、困難が経験されるときには、挿管する試みがなされている間に、胃
酸によって肺が汚損されることが生じ得る。声門を目に見えるようにするために喉頭鏡を
使用することが失敗した場合など、従来の手段による挿管の場合には、挿管を容易にする
案内として、改変された形態のＬＭＡが使用され得る。カリフォルニア州Ｓａｎ　Ｄｉｅ
ｇｏのＬＭＡ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａによって流通させられているＬＭＡ－Ｆａｓ
ｔｒａｃｈ（登録商標）は、そのようなデバイスであり、一般的に「挿管喉頭マスク」（
「ＩＬＭ」）と呼ばれている。
【０００４】
　ＩＬＭは、ＩＬＭチューブを通して気管内チューブを気管の中に通すことを高い程度で
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成功させるためには、気管内チューブが食道の中に通らないこと、または喉頭蓋に衝突し
て損傷させないことを確実にするために、ファイバースコープの支援が必要とされるとい
う制約を有する。これらの危険性、特に前者は、検出されなければ死亡に至り得、喉頭鏡
を使用した古典的な挿管において経験される危険性に類似している。ファイバースコープ
に支援された挿管は、ＩＬＭおよび気管内チューブの配置を目に見えるようにするために
ファイバースコープが使用されるものであり、古典的な挿管が失敗したときに使用され得
る。しかし、ファイバースコープに支援された挿管は、かなりの技能および時間を必要と
するという不利があり、呼吸が達成され得なければ酸素不足による脳損傷または脳死が今
にも起こりそうな場合には、大きな欠点である。
【０００５】
　有利なことに、ＬＭＡおよびＩＬＭ（集合的に「ＬＭＡデバイス」）は、挿管が不可能
であることがわかった場合でさえも、患者を生存させ続けることを可能にする。なぜなら
、喉頭鏡または光ファイバースコープ（「ファイバースコープ」）とは異なり、ＬＭＡデ
バイスのマスク部分は、声門のあたりに適切な密封を提供することによって、挿管の試み
が行われている間に、穏やかな陽圧呼吸が維持されることを可能にする。このことは、従
来技術と比較すると重要な利点である。なぜなら、死亡または脳損傷は、胃の内容物によ
る肺の汚染よりも、肺を換気できないことによって、より頻繁に生じるからである。
【０００６】
　光ファイバーに支援された挿管において、臨床医は、ファイバースコープを舌の後ろの
あたりに（または鼻腔および鼻咽腔を通して）通過させ、次に喉頭が見えるようになるま
でスコープの先端を下方に通過させることによって、喉頭アパーチャに到達する。このよ
うにしてファイバースコープを挿入することは、時間および技能を要する。スコープは、
一般的に、咽頭の断面積に対して小さな断面積を有するので、挿入の間にファイバースコ
ープの先端が咽頭の一方の側や他方の側に遊走する可能性があり、したがって喉頭口の構
造を見逃す。
【０００７】
　さらに、ファイバースコープの先端は、咽頭に存在する分泌物による汚染、またはその
通過によって引き起こされる出血から、保護されておらず、これらのいずれかまたは両方
は、ファイバースコープ操作者の視界を不明瞭にし得る。さらに、ファイバースコープに
支援される挿管によって経験されるさらなる問題は、視界が二次元であり、視野が非常に
限定されていることである。これらのすべての要因の組み合わせが、光ファイバーに支援
された挿管を、習得して維持することが困難な技能にしている。最後に、ファイバースコ
ープは非常に高価であり、すべての病院がファイバースコープの費用を負担したり維持し
たりする経済力があるわけではなく、それによって臨床医がこの技術を使用するために必
要な技能を有することを確実にすることがさらに困難になっている。
【０００８】
　上述の問題は、ＬＭＡデバイスがファイバースコープのための案内として使用される場
合に、部分的に解決される。なぜなら、正しく挿入されれば、ＬＭＡデバイスのマスク部
分は、マスクを取り巻くカフが展開されるときに下部咽頭のスペースを完全に満たすから
である。デバイスは一回の動作で手探りで通過させられ得るので、最初の換気に対する時
間は非常に速い。したがって、ＬＭＡデバイスを使用するときに、喉頭入口の視界は、Ｌ
ＭＡデバイスのチューブから下にファイバースコープを単に挿入することによって、非常
に多くの場合において自動的に達成され、ＬＭＡデバイスはファイバースコープをその目
標に向ける案内として作用する。そのような一つの方法は、Ｋｉｎｓｉｎｇｅｒらによる
特許文献１に記載されている。
【０００９】
　ひとたびＬＭＡが患者の咽頭内に配置され、ファイバースコープがＬＭＡのチューブ内
に配置されると、慎重な態様で検査が実行される。なぜならＬＭＡデバイスが展開される
とすぐに、適切な呼吸が確実にされるからである。市販で利用可能なＩＬＭを用いて、喉
頭を見る可能性は一層高い。なぜなら、ＩＬＭチューブは硬くて、喉頭に対するマスクの
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直接的な操作を可能にする外部ハンドルが提供されており、それによって、臨床医は、手
探りの挿入の間に完全な位置合わせが達成されない場合に、マスクの位置を変化させるこ
とができるからである。しかし、正確な位置合わせが達成されたかどうかを確かめるため
に、やはりファイバースコープがチューブに挿入されなければならない。
【００１０】
　Ｂｒａｉｎによる特許文献２は、取り外し可能な硬化する部材を受け入れる通路を有す
るＬＭＡを記載しており、この部材はＬＭＡをインストールするために使用され得る。こ
の特許は、ひとたびＬＭＡが配置されると、硬化する部材が通路から取り外されることを
記載している。次に、光ファイバーが通路の中に挿入されることによって、喉頭入口を目
に見えるようにして、気管内チューブ挿入を容易にする。Ｂｒａｉｎによる特許文献３も
また、光ファイバーを受け入れることによって気管内チューブの配置を容易にする通路を
含むＩＬＭを記載している。
【００１１】
　最近の研究は、従来の手探りの挿入方法に対してＬＭＡの配置を改善することにおいて
、直接的な視覚化もまた有用であり得ることを示している。Ｃａｍｐｂｅｌｌらによる非
特許文献１は、喉頭鏡を使用して実行されるＬＭＡ配置（直接的な視覚化）を、手探りの
配置と比較して、ファイバースコープの使用を記載している。この文献は、手探りの配置
の場合の４２％と比較して、喉頭鏡が使用された場合に９０％を超えて理想的な配置が得
られたことを観察している。
【００１２】
　さらにまた、最近の研究は、ＬＭＡの気道チューブを通して配置されたファイバースコ
ープを使用して喉頭神経を視覚化することによって、甲状腺手術の間に喉頭神経への損傷
が大いに低減され得ることを示している。そのような２つの研究の結果は、Ｍ．Ｃ．Ｓｃ
ｈｅｕｌｌｅｒおよびＤ．Ｅｌｌｉｓｏｎによる非特許文献２およびＨ．Ｋ．Ｅｌｔｚｓ
ｃｈｉｇらによる非特許文献３に記載されている。
【００１３】
　上述に鑑みて、ＬＭＡおよび気管内チューブの配置を改善し、気道に関連する手術処置
の間に患者の気道の視覚化を改善する、視覚化支援に対する認識されたニーズがある。Ｂ
ｒａｉｎに対する上述の特許は、見ることを強化する光ファイバーコンポーネントを含む
ＬＭＡデバイスを開示しているが、光ファイバーの使用にはいくつかの不利がある。一般
的に、そのようなファイバーは、曲げる間に破損しやすく、高度の照明を必要とし、反射
された光が光ファイバーを通過する際に画像が歪みやすい。さらに、光ファイバーを透過
させられる画像を処理して表示するために必要なエレクトロニクスコンポーネントは高価
であり、それによってそのようなデバイスの受け入れを限定している。
【００１４】
　かねてより公知の光ファイバーシステムのこれらの欠点を認識して、一部のかねてより
公知のデバイスは、改善された視覚化を提供するために、デバイスの遠位端に電荷結合デ
バイス（「ＣＣＤ」）などのビデオカメラを組み込むことを試みてきた。Ｈｉｌｌによる
特許文献４は、遠位端に配置されたＣＣＤカメラを有する気管内チューブを記載している
。Ｓｍｉｔｈらによる特許文献５およびＢｅｒａｌｌによる特許文献６は、それぞれ、遠
位端の近くの搭載されたカメラを有し、該カメラがデバイスの画面上に表示される画像を
生成する、喉頭鏡を開示している。しかし、これらのデバイスのすべては、上述の不利を
被る。具体的には、これらのデバイスのいずれも、挿管プロセスが行われている間に、患
者に適切な程度の呼吸を提供しない。
【００１５】
　上述を鑑みて、ＬＭＡまたはＩＬＭのいずれかとして構成され、喉頭入口および他の気
道構造の視覚化を提供する、デバイスのマスク部分またはチューブ部分に配置されたビデ
オセンサを含む、ＬＭＡデバイスを提供することが望ましくあり得る。
【００１６】
　ＣＣＤ、ＣＭＯＳ、またはＮＭＯＳセンサなどの低コストの固体カメラ素子を組み込み
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、再使用可能な処理ユニットおよびディスプレイ画面に結合され得る、使い捨てのＬＭＡ
デバイスを提供することも望ましくあり得る。
【００１７】
　さらに、視野が交差する２つ以上のビデオセンサを有するＬＭＡを提供することによっ
て、臨床医が患者の気道の立体視を得ることを可能にすることが望ましくあり得る。
【００１８】
　さらにまた、膨張可能なカフが自己膨張するように配置されたＬＭＡを提供することに
よって、臨床医がＬＭＡデバイスを配置する間にカフを膨張させることを別々に留意する
必要性を取り除くことが望ましくあり得る。
【特許文献１】米国特許第５，６２３，９２１号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６８２，８８０号明細書
【特許文献３】欧州特許第０７６８９０３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／００７８４７６号明細書
【特許文献５】米国特許第６，６５２，４５３号明細書
【特許文献６】米国特許第５，８２７，１７８号明細書
【非特許文献１】Ｃａｍｐｂｅｌｌら、Ｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　
ｏｆ　Ｌａｒｙｎｇｅａｌ　Ｍａｓｋ　Ａｉｒｗａｙ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ：Ｂｌｉｎｄ
　Ｖｅｒｓｕｓ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｅｐｉｇｌｏｔｔｏｓｃｏｐｙ，Ｊ．Ｏ
ｒａｌ　Ｍａｘｉｌｌｏｆａｃ．Ｓｕｒｇ．２００４年９月；６２（９）１１０８～１１
１３
【非特許文献２】Ｍ．Ｃ．ＳｃｈｅｕｌｌｅｒおよびＤ．Ｅｌｌｉｓｏｎ、Ｌａｒｙｎｇ
ｅａｌ　Ｍａｓｋ　Ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ　Ｗｉｔｈ　Ｉｎｔｒａｏｐｅｒａｔｉｖｅ　
Ｌａｒｙｎｇｏｓｃｏｐｙ　ｆｏｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒ
ｅｃｕｒｒｅｎｔ　Ｌａｒｙｎｇｅａｌ　Ｎｅｒｖｅ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｔｈｙｒｏｉｄｅ
ｃｔｏｍｙ，Ｌａｒｙｎｇｏｓｃｏｐｅ　１１２：１５９４～１５９７（２００２年）
【非特許文献３】Ｈ．Ｋ．Ｅｌｔｚｓｃｈｉｇら、Ｔｈｅ　Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｒｅａｄｉｌ
ｙ　Ａｖａｉｌａｂｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｉｎ　ａ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｉｎｔｒａｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｏｆ　Ｒｅｃｕｒｒ
ｅｎｔ　Ｌａｒｙｎｇｅａｌ　Ｎｅｒｖｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｔｈｙｒ
ｏｉｄ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｗｉｔｈ　Ｍｏｒｅ
　Ｔｈａｎ　３００　Ｃａｓｅｓ，Ａｒｃｈ．Ｓｕｒｇ．，１３７：４５２～４５７（２
００２年）
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　（本発明の概要）
　上述のように、本発明の目的は、ＬＭＡデバイスを提供することであって、該デバイス
は、ＬＭＡまたはＩＬＭのいずれかとして構成され、デバイスのチューブ、マスク、また
はボウルの部分に配置されたビデオセンサを含むことによって、喉頭入口および他の気道
構造の視覚化を提供する。
【００２０】
　本発明の目的はまた、使い捨てのＬＭＡデバイスを提供することであって、該デバイス
は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ、またはＮＭＯＳビデオセンサなどの低コストの固体カメラ素子と
、発光ダイオード（「ＬＥＤ」）などの照明源とを組み込み、これらは再使用可能な処理
ユニットおよびディスプレイ画面に結合され得る。
【００２１】
　本発明の別の目的は、視野が交差する２つ以上のビデオセンサを有するＬＭＡデバイス
を提供することであって、それによって臨床医が患者の気道の立体視を得ることを可能に
する。
【００２２】
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　本発明のさらなる目的は、膨張可能なカフが自己膨張するように配置されたＬＭＡデバ
イスを提供することであって、それによって、臨床医がＬＭＡデバイスを配置する間にカ
フを膨張させることを別々に留意する必要性を取り除く。
【００２３】
　本発明のこれらのおよび他の目的は、ＬＭＡまたはＩＬＭとして構成され、ＣＣＤ、Ｃ
ＭＯＳ、またはＮＭＯＳセンサなどの、喉頭入口および／または他の気道構造の画像を提
供するように配置されたビデオセンサを組み込む、ＬＭＡデバイスを提供することによっ
て達成される。このようにして、本発明のＬＭＡデバイスは、臨床医が、デバイスの挿入
の瞬間から、およびその後いつでも、喉頭入口に対するマスクアパーチャの位置を即座に
光学的に確認することを可能にする。挿管喉頭マスクの場合には、ビデオセンサは、従来
の気管内チューブを使用して、画像によって案内される挿管を可能にする。一つの好まし
い実施形態において、ＬＭＡデバイスは、視野の交差する２つ以上のビデオセンサを含み
得、それによって患者の気道の立体視を提供する。
【００２４】
　本発明の一つの局面によると、ＬＭＡデバイスは使い捨てであり、一回使用された後に
廃棄される。ＬＭＡデバイスのビデオセンサは、リード線を含み、リード線はコネクタに
おいて終結し、コネクタは再使用可能なユニットに結合され得、ユニットはビデオセンサ
からの信号を処理することによってデジタル画像を生成する。ＬＭＡデバイスはさらに、
患者の気道の内部に照明を提供するために、ＬＥＤなどの照明システムを含み得る。好ま
しくは、ＬＭＡデバイスは、再使用可能なモジュールに結合され得る。該モジュールは、
ビデオセンサに電力を供給するエレクトロニクスを収容し、ビデオセンサによって生成さ
れた信号を処理し、オプションとして照明システムに電力を供給する。再使用可能なモジ
ュールはまた、ビデオシステムによって生成された画像を表示する画面を含み得、従来の
ディスプレイ上に表示するために適切な出力を入力し得る。
【００２５】
　本発明の別の局面によると、ＬＭＡデバイスのマスク部分を取り囲むように配置された
カフは、液体不浸透性のプラスチックカフ内に配置された連続気泡発泡体を含む。連続気
泡発泡体は、発泡体を機械的に圧縮して排気され得、次にカフを可逆的に密封することに
よって、圧縮された状態に保たれ得る。注入器を使用してカフの中に空気を注入すること
によってカフが膨張させられる従来のＬＭＡデバイスとは対照的に、本発明のＬＭＡデバ
イスのカフは、カフに接続された管腔を単に開封することによって展開され得る。このよ
うにして、連続発泡気泡体は、自動的に膨張することによって、患者の声門のあたりを密
封するように整合する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（本発明の詳細な説明）
　本発明の上述のおよび他の目的および利点は、添付の図面と関連して、以下の詳細な説
明を考慮すれば明らかであり、全体を通して同様の参照番号は同様のパーツを指す。
【００２７】
　本発明の原理にしたがって、意識不明患者における肺呼吸を容易にするためのビデオ喉
頭マスク気道（「ＬＭＡ」）デバイスが提供され、デバイスは、気道チューブと、気道チ
ューブの端に接続されたマスクとを備える。マスクは、気道チューブと連通する。マスク
は、喉頭の背後のスペースに整合し、その中に容易にフィットするように構成された、周
辺カフを含む。このようにして、カフは、喉頭入口の周縁のあたりに密封を形成し、デバ
イスが喉頭の内部に貫通することを防ぎ得る。本発明の一つの局面にしたがって、マスク
は、少なくとも一つのビデオセンサを備える。ビデオセンサは、マスクが患者の気道の中
に挿入されるときに、気道入口を含む視野を有する。ＬＭＡデバイスは、ＬＭＡまたはＩ
ＬＭのいずれかとして構成され得、好ましくは一回使用された後に処分される。代替的に
は、ＬＭＡデバイスは、声帯などの他の気道構造の所望の視野を提供するために、マスク
部分の中に方向付けられたビデオセンサを有し得る。
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【００２８】
　図１～３を参照して、本発明にしたがって構成された例示的なＬＭＡデバイスが説明さ
れる。ＬＭＡデバイス１０は、説明的に喉頭マスク気道であり、マスク部分１２に結合さ
れた柔軟な気道チューブ１１を含む。
【００２９】
　従来のように、気道チューブ１１は、患者の気道にしたがうように曲げられており柔軟
であり、マスク部分１２のボウル形状の下部表面１４における開口部１３と連通している
。気道チューブ１１は、チューブを呼吸デバイスに結合するコネクタ１５を含む。マスク
部分１２は、マスク部分の周囲に沿って配置されたカフ１６を含む。カフ１６は、概ね楕
円形状、涙滴形状、または他の適切な形状を有する。カフ１６は、エラストマー材料から
なり、空気を除去または追加することによってカフが挿入のために収縮させられたり展開
されたりすることを可能にするチュービング１７を含む。カフ１６は、喉頭の背後のスペ
ースに整合し、その中に容易にフィットするように構成されており、それによって喉頭入
口の周縁のあたりに密封を形成する。
【００３０】
　ＬＭＡデバイス１０は、少なくとも一つのビデオセンサ１８をさらに含む。ビデオセン
サ１８は、好ましくは、デジタルビデオカメラに使用されるような電荷結合デバイス（Ｃ
ＣＤ）、もしくはＣＭＯＳまたはＮＭＯＳイメージセンサのいずれかである。ビデオセン
サ１８は、多数の半導体チップ製造プロセスのいずれかを使用して製造され得る。ビデオ
センサ１８は、マスク部分１２に搭載される。ビデオセンサ１８は、ＬＭＡデバイスが患
者の喉の中に挿入されるときに、視野が、開口部１３と位置合わせされ、喉頭入口または
他の所望の気道構造を含むように、方向付けられる。オプションとして、マスク部分１２
はまた、ＬＭＡデバイス１０を配置してカフ１６を展開する間に患者の気道を照明するた
めに、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの照明源１９を含み得る。
【００３１】
　図１～３に示される説明的な実施形態において、マスク部分１２は、２つのビデオセン
サ１８を含み、ビデオセンサ１８は、その間に配置された照明源１９を有する。有利なこ
とに、ビデオセンサ１８は、それらの視野が重なり合うことによって臨床医に立体視を提
供するように方向付けられる。図３に示されるように、各ビデオセンサ１８は、好ましく
は、マスク部分１２の壁に埋め込まれるかまたは穴埋めされ、光学的にクリアなウィンド
ウを有するプラスチックハウジングに配置されたＣＣＤ、ＣＭＯＳ、またはＮＭＯＳチッ
プを備える。一つのみのビデオセンサの使用が本発明の範囲内であり、センサによって提
供される視野を最適化するために、マスク部分の中に一つのビデオセンサを位置付けるこ
とが選択され得ることが理解されるべきである。
【００３２】
　好ましい実施形態において、ビデオセンサ１８は、約４～５ｃｍの焦点距離を有する。
代替的には、ビデオセンサ１８は、レンズを使用して達成され得るような焦点合わせ機能
を有し得る。ビデオセンサ１８は、好ましくは少なくとも７０度の、より好ましくは１０
０～１２０度の視野を提供する。
【００３３】
　ビデオセンサ１８および照明源１９は、コネクタ２１において終結する電気リード２０
を介して結合されている。電気リード２０は、気道チューブ１１の外部表面に取り付けら
れた非導電チューブの中に配置されるか、または代替的に、気道チューブ１１の壁におけ
る内部管腔の中に配置され得る。コネクタ２１は、組合せコネクタ２２に結合され得、組
合せコネクタ２２は次に、処理ユニット２３およびディスプレイ画面２４に結合される。
【００３４】
　処理ユニット２３は、ビデオセンサ１８および照明源１９に電力を供給し、ビデオセン
サ１８によって生成される信号を、画面２４上に表示され得るビデオ画像に変換する。こ
のようにして、臨床医は、ビデオセンサ１８から処理ユニット２３およびディスプレイ２
４に供給されるビデオによって案内されて、ＬＭＡデバイスを挿入し得、それによって、
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ＬＭＡデバイスのマスク部分１２の最適な配置を達成する。ビデオセンサに電力を供給し
てそのようなセンサの出力をビデオ画像に変換する処理ユニット２３は、当該技術分野に
おいて公知であり、デジタルビデオカムコーダーにおいて一般に使用されているタイプの
ものであり得る。ディスプレイ画面２４は、任意の適切なビデオディスプレイを備え得、
処理ユニット２３と一体であるかまたは分離されているかのいずれかであり得る。代替的
には、ＬＭＡデバイスは、バッテリなどのオンボード電源を含み得、電源は、ＬＭＡデバ
イスの気道チューブまたはマスク部分に都合良く配置されることによって、ビデオセンサ
または照明源に電源を供給する。後者の場合には、処理ユニットは、ビデオセンサによっ
て出力される信号を受け取り、そのデータを画面２４上の表示のためのデジタル画像に変
換するだけで良い。
【００３５】
　ここで図３および図４を参照すると、カフ１６は、従来の構成であり得、加圧された気
体（たとえば空気）または液体を使用して膨張によって展開されるエラストマー材料から
なり得る。しかし、好ましい実施形態において、カフ１６は連続気泡発泡体２５によって
満たされる。連続気泡発泡体は、排気されるときには小さな体積に圧縮され得（図４Ｂ）
、展開されるときには喉頭入口に整合し喉頭入口を密封するように再び膨張する（図４Ａ
）。連続気泡発泡体２５のための一つの好ましい材料は、連続気泡ポリエチレン発泡体で
ある。
【００３６】
　ここで図５も参照すると、操作において、カフ１６はチュービング１７を介して発泡体
から空気を押し出すように圧縮され、チュービングは次に、取り外し可能なプラグ２６に
よって密封される。カフ１６はまた、図４Ｂに示されるように、圧縮されるときにはマス
ク部分の周囲が上に折りたたまれ得、その結果、マスクの周囲はＬＭＡデバイスの挿入を
妨げない。マスク部分１２は、次に、患者の口を通して挿入され、患者の食道ＥＳのすぐ
上に配置され、その結果、ビデオセンサ１８を使用してビデオ案内によって決定されるよ
うに、マスク部分１２の開口部１３は、喉頭蓋Ｅの下に、患者の喉頭入口と位置合わせさ
れて配置される。ひとたびＬＭＡデバイスが喉頭入口を取り囲むように配置されると、矢
印Ａによって示されるように、プラグ２６が開いて、空気がチュービング１７の中に流れ
ることを可能にする。図４Ａに示されるように、このことは、次に、発泡体２５が再び膨
張して喉頭入口のあたりを密封することを可能にし、呼吸を可能にし、胃の流動物が患者
の肺の中に吸い込まれることを防止する。
【００３７】
　本発明のＬＭＡデバイスは、マスクの位置を即座に光学的に確認することを可能にし、
そのことは次に、少なくとも以下のさらなる利点を提供する：
－気管の挿管が完了する前に、マスク部分１２のボウルにおける逆流液体の存在は、肺の
重大な汚染が発生する前に即座に見られて吸引カテーテルを使用して吸引され得る。
－ビデオセンサからの視覚的情報は、たとえば麻酔器上の監視機器の一部として、遠隔観
察のためにテレビ画面に転送され得る。
－ビデオセンサによって提供されるビデオ画像は、たとえば法医学的証拠のために、将来
の教示に使用するための、または患者の症例ノートの一部として使用されるために、格納
され得る。
－不適切なレベルの麻酔を示す喉頭の運動が観察され得、それによって早期の介入を可能
にし、喉頭痙攣または覚醒の危険を低減する。
－電気的刺激に起因する喉頭の運動が容易に監視され得ることによって、喉頭神経機能を
保護する。
－かねてより公知のＬＭＡと同様に、デバイスは、喉への局部麻酔の適用後に、覚醒した
患者に挿入され得、それによって外来患者ベースで上部気道の問題の治療および診断の可
能性を提供する。
【００３８】
　ここで図６および図７を参照して、本発明のＬＭＡデバイスの代替的な実施形態、説明
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的に挿管喉頭マスク（「ＩＬＭ」）が説明される。図６に示されるＩＬＭは、ＬＭＡ　Ｎ
ｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．によって「ＬＭＡ－Ｆａｓｔｒａｃｈ（登録商標）
」という商品名で市販されているものに設計が類似しており、マスク部分３２に取り付け
られた曲げられた気道チューブ３１を備える。マスク部分３２は、概ね楕円形のカフ３３
によってその周囲が囲まれている。マスク部分３２およびカフ３３は、上述のように、従
来の構造および構成であり、オプションとして喉頭蓋上昇バー３４を含み得る。加圧され
た気体が、チュービング３５を使用して、弁３６およびパイロットバルーン３７を介して
、カフ３３に供給され、カフ３３から引き抜かれる。
【００３９】
　気道チューブ３１は、柔軟なプラスチックの被覆を備え、該被覆は、外部の硬いハンド
ル３９からマスク部分３２のボウルまで延びる金属チューブ３８を覆うように配置されて
いる。気道チューブは、メイン気道管腔４０を含み、メイン気道管腔は、開口部４１を介
してマスク部分３２のボウルと連通している。ハンドル３９の延長は、ＩＬＭを患者の喉
に位置付けて操作するために使用される。気道チューブ３１には、従来の麻酔ガスホース
に取り付けるために設計された、容易に取り外し可能な摩擦ばめコネクタ（図示せず）が
提供されており、その結果、気管内チューブで患者に挿管することなく、デバイスは患者
の肺を換気するためにスタンドアロンの態様で使用され得る。
【００４０】
　本発明の原理に従って、ＩＬＭは、マスク部分３２のボウル内に配置されたビデオセン
サ４２および照明源４３を含む。上述のように、ビデオセンサ４２は、好ましくはＣＣＤ
、ＣＭＯＳ、またはＮＭＯＳデバイスを備え、照明源４３は、好ましくはＬＥＤを備える
。ビデオセンサ４２および照明源４３は、電気リード４４を介してコネクタ４５に結合さ
れており、コネクタ４５は処理ユニットに結合され得、その結果、図１に関して上述され
たように、ビデオセンサ４２によって生成された信号は、デジタル画像に変換され得、デ
ィスプレイ画面に表示され得る。
【００４１】
　ビデオセンサ４２は、好ましくは、喉頭の視野を提供するような角度でマスク部分の開
口部４１に近いマスク部分３２のボウル内に配置され、より好ましくは、喉頭の立体視を
提供するためにビデオセンサの視野が重なり合うように配置される。このようにして、気
管内チューブを気管に挿管することが望まれる場合には、図７に示されるように、ビデオ
センサからの喉頭の視野は、臨床医が気管内チューブの先端を喉頭の入口に向けて案内す
ることを援助するために使用され得る。さらに、ＩＬＭは、ハンドル３９を使用して操作
され得ることによって、マスク部分３２の開口部４１と喉頭の入口との間の位置合わせを
改善する。
【００４２】
　図７において、図６のＩＬＭが、患者の喉の中でカフ３３を展開して配置され、マスク
部分３２が喉頭の入口を取り囲んで密封していることが示されている。示されるように、
ひとたびＩＬＭが配置されると、ＩＬＭの近位端が間欠的に呼吸システムに結合され得る
ことによって、患者に陽圧呼吸（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ）を提供す
る。気管内チューブ５０を患者に挿管することが望まれる場合には、呼吸システムからの
気体ホース（図示せず）が取り外され得、気管内チューブ５０が、気道チューブ３１の管
腔４０を通して挿入される。ビデオセンサ４２によって生成されるビデオ画像を使用して
、臨床医は、次に、ハンドル３９を操作することによって、気管内チューブの先端を患者
の気管の中に案内する。
【００４３】
　図８において、代替的な実施形態が示され、ビデオセンサ１８’が気道チューブ１１’
の内部に配置されている。図１～３のＬＭＡデバイスの同様のパーツは、図８において同
様のダッシュつきの（ｐｒｉｍｅ）数字によって示される。したがって、図１のチュービ
ング１７は、図８においてチュービング１７’として示される。
【００４４】
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　デバイス１０’は、反射面５１を備え、反射面５１は、ビデオセンサ１８’と開口部１
３’との間に光学的に配置されている。したがって、デバイス１０’の遠位端から入る光
線は、表面５１によって反射されて、ビデオセンサ１８’に向けられる。反射面５１は、
好ましくは鏡を備えるが、代替的には、プリズム、レンズ、または他の公知の光学デバイ
スを備え得る。オプションとして、複数の反射面５１が使用され得る。ビデオセンサ１８
’は、気道チューブ１１に沿った種々の位置に配置され得ることが理解される。
【００４５】
　ここで図９を参照して、デバイス１０”が説明され、図１～３の同様のパーツは、図９
において同様のダブルダッシュつきの（ｄｏｕｂｌｅ－ｐｒｉｍｅ）数字によって示され
る。したがって、たとえば図１のチュービング１７は、図９においてチュービング１７”
として示される。
【００４６】
　ビデオセンサ５２は、開口部１３”の近くに配置され、ユーザ操作を可能にするように
構成されている。具体的には、ビデオセンサ５２は、ピボット５３上に搭載され、部材５
５によってハンドル５４に接続されている。本発明の一つの局面に従って、部材５５は、
ビデオセンサ５２に力を伝えることができるワイヤである。したがって、ユーザは、ハン
ドル５４を押したり引いたりすることによって、ピボット５３上でビデオセンサ５２を回
転させて、ビデオセンサ５２の視野を変化させ得る。他の実施形態において、たとえば、
ビデオセンサ５２の操作は、ビデオセンサ５２がデバイス１０”の長さの部分に沿って移
動することを可能にすることによって達成され得る。パースペクティブ（ｐｅｒｓｐｅｃ
ｔｉｖｅ）の観察を操作する他のモードが提供され得ることが理解される。同様に、部材
５５が気道チューブ１１”の壁のアパーチャ５６を通過する場合には、換気される空気の
望ましくない損失を防止するために、アパーチャ５６は密封されるべきかまたは十分に小
さくあるべきである。
【００４７】
　気道チューブ１１”の閉塞を最小限にするために、ビデオセンサ５２のコンポーネント
は、イメージングデバイスの限定された部分を含み得る。たとえば、イメージングデバイ
スが、ピクセルアレイと処理回路網とを備えるＣＭＯＳチップである場合には、ビデオセ
ンサ５２は、ピクセルアレイを備え得るが、関連する（ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ）回路網は
ハウジング５７内に配置され得る。ハウジング５７はリード５８を介してビデオセンサ５
２に結合されているが、これらのコンポーネントは互いに距離を置いて配置されている。
好ましくは、ハウジング５７はデバイス１０”の近位端の近くに配置され、患者の呼吸を
大きく妨げない。
【００４８】
　有利なことに、本発明の特徴は、喉頭マスクデバイスの任意の形状に組み込まれ得、上
述の例示的な実施形態に限定されない。本発明から逸脱することなく、そこに（ｔｈｅｒ
ｅｉｎ）種々の変更および改変がなされ得ることが当業者にとって自明である。添付の特
許請求の範囲において、本発明の精神および範囲内にあるすべてのそのような変更および
改変をカバーすることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、本発明の原理に従って構成されたＬＭＡの、部分的に概略的な側面図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは、図１の線２Ａ－２Ａに沿った図であり、図１のデバイスのマスク部
分の斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図１の線２Ａ－２Ａに沿った図であり、図１のデバイスのマスク部
分の斜視図である。
【図３】図３は、図１のデバイスのマスク部分の断面側面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、図１のデバイスのマスク部分の斜視図であり、カフは展開された構
成において示されている。
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【図４Ｂ】図４Ｂは、図１のデバイスのマスク部分の斜視図であり、カフは送出（ｄｅｌ
ｉｖｅｒｙ）構成において示されている。
【図５】図５は、患者の気道の中に挿入された図１のデバイスを示す側面図である。
【図６】図６は、本発明の原理に従って構成された挿管喉頭マスクの斜視図である。
【図７】図７は、患者の気道の中に挿入された図６のデバイスを示す側面図である。
【図８】図８は、本発明の挿管喉頭マスクの代替的な実施形態のマスクおよび気道チュー
ブ部分の断面側面図である。
【図９】図９は、本発明の挿管喉頭マスクの代替的な実施形態のマスクおよび気道チュー
ブ部分の断面側面図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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